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�愛媛県告示第１２０６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

令和４年１２月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１２０７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により、

指定医療機関から次のように廃止した旨の届出があった。

令和４年１２月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１２０８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第２項において準用

する同法第５０条の２の規定により、指定施術機関から次のように廃

止した旨の届出があった。

令和４年１２月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１２０９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第２項において準用

する同法第５１条第１項の規定により、次のとおり指定施術機関の辞
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適用を受けるものである。

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

あ い ら 薬 局 東温市北方３２０６番地３ 令和４年１０月１日

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

古 泉 眼 科
伊予郡松前町筒井８５０番
エミフルＭＡＳＡＫＩ
１階

令和２年８月３１日

施術機関の氏名 施術機関の住所 廃止年月日

永 井 満 望 宇和島市津島町岩松丁２０－２ 令和４年７月３１日

毎週（火・金）曜日発行 第３６４号 令和４年１２月２日

令和４年１２月２日金曜日 第３６４号
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退があった。

令和４年１２月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２１０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

令和４年１２月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２１１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

令和４年１２月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２１２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（居宅介護事業者）

から主たる事務所の所在地及び居宅介護事業を行う事業所の所在地を次のように変更した旨の届出があった。

令和４年１２月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２１３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（介護予防事業者）

から主たる事務所の所在地及び介護予防事業を行う事業所の所在地を次のように変更した旨の届出があった。

令和４年１２月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

施 術 機 関 施 術 所 辞 退

年 月 日氏 名 名 称 所 在 地

星 野 泰 隆 星野鍼灸接骨院 今治市上徳一丁目７－３８ 令和４年
９月２４日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人住友別子病院 新居浜市王子町３－１ 住友別子病院 新居浜市王子町３－１ 令和４年８月１日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人住友別子病院 新居浜市王子町３－１ 住友別子病院 新居浜市王子町３－１ 令和４年８月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社 ＦＵＮＫＹ ＦＡ
ＭＩＬＹ ＣＯＭＰＡＮＹ

（変更後）
伊予郡松前町大字北黒田６５２
番地３ ケアサポート とにかく笑え

れば

（変更後）
伊予郡松前町大字北黒田６５２
番地３

令和４年９月１日
（変更前）
伊予市双海町上灘甲５８１２番地
２

（変更前）
伊予市双海町上灘甲５８１２番地
２

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社 ＦＵＮＫＹ ＦＡ
ＭＩＬＹ ＣＯＭＰＡＮＹ

（変更後）
伊予郡松前町大字北黒田６５２
番地３ ケアサポート とにかく笑え

れば

（変更後）
伊予郡松前町大字北黒田６５２
番地３

令和４年９月１日
（変更前）
伊予市双海町上灘甲５８１２番地
２

（変更前）
伊予市双海町上灘甲５８１２番地
２
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�愛媛県告示第１２１４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（介護予防・日常

生活支援事業者）から主たる事務所の所在地及び介護予防・日常生活支援事業を行う事業所の所在地を次のように変更した旨の届出があっ

た。

令和４年１２月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２１５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（居宅介護事業者）

から居宅介護事業を次のように廃止した旨の届出があった。

令和４年１２月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２１６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（介護予防事業者）

から介護予防事業を次のように廃止した旨の届出があった。

令和４年１２月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２１７号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

令和４年１２月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２１８号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

令和４年１２月２日

愛媛県東予地方局長 山 本 泰 士

介護機関（介護予防・
日常生活支援事業者）の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介護予防・日常生活支援事業を行う事業所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社 ＦＵＮＫＹ ＦＡ
ＭＩＬＹ ＣＯＭＰＡＮＹ

（変更後）
伊予郡松前町大字北黒田６５２
番地３ ケアサポート とにかく笑え

れば

（変更後）
伊予郡松前町大字北黒田６５２
番地３

令和４年９月１日
（変更前）
伊予市双海町上灘甲５８１２番地
２

（変更前）
伊予市双海町上灘甲５８１２番地
２

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

住友金属鉱山株式会社 東京都港区新橋五丁目１１番３
号 住友別子病院 新居浜市王子町３－１ 平成２１年３月３１日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

住友金属鉱山株式会社 東京都港区新橋五丁目１１番３
号 住友別子病院 新居浜市王子町３－１ 平成２１年３月３１日

随意契約に係る特定役務
の名称及び数量

契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方
の氏名及び住所

随意契約に係
る契約金額 入札公告日 随意契約にした理由

魚病診断等支援システム構
築委託業務
一式

愛媛県農林水産部
水産局水産課
〒７９０－８５７０
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和４年１０月２０日

株式会社ＮＰシス
テム開発
代表取締役会長
塩梅 敏
〒７９１－８０１５
愛媛県松山市中央
一丁目９番１３号

６９，９８６，４００円
（税込） 令和４年６月２４日

「愛媛県魚病診断等支援システ
ム構築委託業務公募型プロポー
ザル手続等に関する説明書」に
基づき、左記の者を最優秀提案
者として選定したため。
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�愛媛県告示第１２２０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

四国中央市妻鳥地区土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び

退任した旨の届出があった。

令和４年１２月２日

愛媛県東予地方局長 山 本 泰 士

就 任

退 任

�愛媛県告示第１２１９号
健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同

法第２６条の規定による改正前の介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１３条の規定により、次のとおり指定介護療養型医療施設の指定を辞

退する旨の届出があった。

令和４年１２月２日

愛媛県東予地方局長 山 本 泰 士

�愛媛県告示第１２２１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年１２月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社デイサービス愛 ヘルパーステーション愛 愛媛県今治市東鳥生町一丁目６番７号 令和４年１０月１日 訪問介護

指定介護療養型医療施設の開設者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設
辞退年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

医療法人せいだ循環器内科 せいだ循環器内科 愛媛県新居浜市横水町２番５１号 令和４年１０月１日 介護療養型医療施
設

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 脇 武 延 四国中央市妻鳥町６３５番地の１

〃 横 尾 昇 四国中央市妻鳥町３９６番地

〃 石 川 昌 司 四国中央市妻鳥町２７３８番地

〃 篠 原 紀 文 四国中央市妻鳥町１０５０番地の２

〃 井 川 幸 彦 四国中央市妻鳥町９２５番地

〃 � 橋 正 吉 四国中央市妻鳥町２４７８番地

〃 内 海 敏 浩 四国中央市妻鳥町２２０１番地

〃 佐 藤 勝 実 四国中央市妻鳥町２５９８番地の８

〃 篠 原 章 夫 四国中央市妻鳥町１３７５番地

〃 石 川 光 男 四国中央市妻鳥町１８７９番地の１０

〃 石 川 勇 四国中央市妻鳥町１４７４番地

〃 仙 波 孝 文 四国中央市妻鳥町１３１０番地

〃 守 谷 泰 一 四国中央市妻鳥町１１５番地の２

〃 白 川 満 男 四国中央市川之江町６０番地の２

監 事 石 川 博 之 四国中央市妻鳥町１２３２番地の１

〃 井 川 麻 夫 四国中央市妻鳥町２７１１番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 脇 武 延 四国中央市妻鳥町６３５番地の１

〃 森 實 重 隆 四国中央市妻鳥町７２番地の１

〃 横 尾 昇 四国中央市妻鳥町３９６番地

〃 石 川 昌 司 四国中央市妻鳥町２７３８番地

〃 井 川 幸 彦 四国中央市妻鳥町９２５番地

〃 � 橋 正 吉 四国中央市妻鳥町２４７８番地

〃 熊 野 敏 彦 四国中央市妻鳥町２２４３番地の１

〃 佐 藤 俊 明 四国中央市妻鳥町２５９７番地の１

〃 仙 波 規 四国中央市妻鳥町１３８３番地の１

〃 � 橋 勝 四国中央市妻鳥町１８６０番地の１

〃 篠 原 一 志 四国中央市妻鳥町１４３７番地

〃 石 川 勇 四国中央市妻鳥町１４７４番地

〃 篠 原 紀 文 四国中央市妻鳥町１０５０番地の２

〃 守 谷 � 徳 四国中央市妻鳥町１２９番地１

〃 石 川 順 一 四国中央市川之江町９３番地の３

監 事 石 川 博 之 四国中央市妻鳥町１２３２番地の１

〃 井 川 麻 夫 四国中央市妻鳥町２７１１番地

〃 石 川 一 義 四国中央市妻鳥町７１５番地の１

〃 石 川 一 義 四国中央市妻鳥町７１５番地の１

〃 星 川 賢 二 四国中央市川之江町３０８７番地６



愛 媛 県 報令和４年１２月２日 第３６４号

９９１

��������������

��������������

公 告

公営企業告示

�公 告

砂利採取業務主任者試験の合格者の発表について

令和４年１１月１１日に実施した砂利採取業務主任者試験の合格者は、

次のとおりである。

令和４年１２月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２２２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年１２月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２２３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和４年１２月２日

愛媛県中予地方局長 大 北 秀

�愛媛県公営企業告示第９号
次のとおり落札者を決定した。

令和４年１２月２日

愛媛県公営企業管理者 山 口 真 司

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 河中平井停車場線
松山市北梅本町甲２８２４番７から

同町甲２７４８番３まで

旧 ３．２～７．５ ０．２５９

新 ８．０～２２．８ ０．２５９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 河中平井停車場線
松山市北梅本町甲２８２４番７から

同町甲２７４８番３まで
令和４年１２月２日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

４中局建（開）第３３号

令和４年１１月２４日
東温市志津川字中道甲１３１６番３

東温市横河原３８７番地４
ディアスカネキＡ棟２０２号
� 田 心
� 田 麻 衣 子

受験番号 受験番号 受験番号

１ ２ ４

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

過酸化水素低温プラズマ滅菌器 １
式
（県立中央病院）

愛媛県公営企業管
理局総務課
愛媛県松山市湊町
四丁目４番地１伊
予鉄本社ビル２Ｆ

令和４年１０月２６日
株式会社カワニシ松山
支店
愛媛県松山市枝松五丁
目６－４５

３４，９８０，０００円 一般競争入札 令和４年９月１３日

令和４年１２月２日 発行


